
 
 
 
 
 
 
 

年金記録訂正請求に係る答申について 
東海北陸地方年金記録訂正審議会 

平成２９年９月４日答申分 

 

 

  ○答申の概要 

    （１）年金記録の訂正の必要があるとするもの      ６件 

         国 民 年 金 関 係        ０件 

         厚生年金保険関係        ６件 

    （２）年金記録の訂正を不要としたもの           ４件 

         国 民 年 金 関 係        ０件 

         厚生年金保険関係        ４件 



 

 

厚生局受付番号 ： 東海北陸（受）第 1700040 号 

厚生局事案番号 ： 東海北陸（厚）第 1700084 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ事業所における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日を平成＊

年＊月＊日、喪失年月日を平成 22 年５月１日に訂正し、標準報酬月額について

は、11 万 8,000 円とすることが必要である。 

平成＊年＊月＊日から平成 22 年５月１日までの期間については、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生年金特例法」

という。）第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる被保険者期

間として記録することが必要である。 

事業主は、請求者に係る平成＊年＊月＊日から平成 22 年５月１日までの期間

の厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

請求者のＡ事業所における平成 19 年 12 月 26 日の標準賞与額を 17 万 6,000 円

に訂正することが必要である。 

平成 19 年 12 月 26 日の標準賞与額については、厚生年金特例法第１条第５項

の規定により、保険給付の計算の基礎となる被保険者期間として記録することが

必要である。 

事業主は、請求者に係る平成 19 年 12 月 26 日の標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

その余の請求期間については、厚生年金保険被保険者記録の訂正を認めること

はできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

   氏    名 ： 男 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 51 年生 

   住    所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： ① 平成＊年＊月＊日から平成 22 年６月１日まで 

            ② 平成 19 年 12 月 26 日 

   請求期間①について、Ａ事業所においてＢ職として平成 22 年４月末まで勤

務していたが、退職後に年金事務所が記録を取り消したことにより、請求期間

の厚生年金保険被保険者記録がない。 

請求期間当時もＡ事業所に勤務しており、厚生年金保険料も控除されていた

ので、請求期間について、厚生年金保険の被保険者として記録を訂正してほし

い。 



 

請求期間②について、Ａ事業所に勤務をしていた期間に賞与が支給されてい

たので、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求期間について、オンライン記録によると、Ｃ事業所は、個人事業主として

記録されていた者が平成＊年＊月＊日に死亡していることから、年金事務所が職

権により平成＊年＊月＊日付けで、請求者に係る厚生年金保険被保険者の資格喪

失年月日を平成 22 年６月１日から平成＊年＊月＊日まで遡って訂正し、同時に

平成＊年＊月＊日以降のすべての同僚の厚生年金保険被保険者記録を取り消し、

平成＊年＊月＊日付けで同事業所が平成＊年＊月＊日まで遡って厚生年金保険

の適用事業所ではなくなった旨の処理を行っていることが確認できる。 

しかしながら、複数の同僚の雇用保険の記録及び陳述並びに日本年金機構Ｄ事

務センター（現在は、Ｅ事務センター）の回答等により、Ａ事業所は、請求期間

において５人以上の従業員がいたと認められることから、同事業所は、請求期間

において厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断

できる。 

また、請求期間①について、請求者が提出した給与明細書、預金通帳の写し、

雇用保険の記録、課税庁から提出された平成 22 年度市民税・県民税所得・課税

証明書、年金事務所及び同僚から提出された給与明細書並びに金融機関から提出

された預金取引明細表１（以下「給与明細書等」という。）から判断すると、請

求者は、請求期間①のうち平成＊年＊月＊日から平成＊年＊月＊日までの期間及

び平成＊年＊月＊日から平成 22 年５月１日までの期間についてＡ事業所に勤務

し、給与の支払を受け、厚生年金保険料を事業主により当該給与から控除されて

いたことが確認又は推認できる。 

さらに、請求期間①のうち、平成＊年＊月＊日から同年＊月＊日までについて、

請求者は、平成＊年＊月＊日に交通事故に遭い休業していたため給与の支払はな

かった旨陳述しているところ、給与明細書等から判断すると当該期間においてＡ

事業所に在籍し、当該期間の厚生年金保険料を事業主に支払っていたことが推認

できる。 

これらを総合的に判断すると、請求者のＡ事業所における厚生年金保険被保険

者資格の取得年月日は平成＊年＊月＊日、喪失年月日は平成 22 年５月１日であ

ると認められる。 

また、請求期間①のうち、平成＊年＊月＊日から平成 22 年５月１日までの期

間の標準報酬月額については、給与明細書等で確認又は推認できる厚生年金保険

料控除額から、11 万 8,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否か

については、平成＊年＊月から平成 22 年４月までの期間において、Ａ事業所は

上述のとおり厚生年金保険の適用事業所の要件を満たしていながら、事業主から

厚生年金保険新規適用届が提出されていなかったと認められることから、社会保

険事務所（平成 22 年１月以降は、年金事務所）は、請求者の平成＊年＊月から



 

平成 22 年４月までの期間に係る厚生年金保険料について納入の告知を行ってお

らず、事業主は、当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 

一方、請求期間①のうち平成 22 年５月１日から同年６月１日までについて、

請求者は、苦情対応のため事業所に頼まれて出勤したこともあるが、継続して勤

務はしておらず、給与はもらっていない旨陳述している上、Ｃ事業所の当時の事

務長から提出されたタイムカードによると、請求者が平成 22 年５月に勤務した

のは４日間であったことから、当該期間の勤務及び厚生年金保険料の控除につい

て確認できない。 

このほか、請求者の請求期間①のうち平成 22 年５月１日から同年６月１日ま

での期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺

事情はない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると請求

者が厚生年金保険被保険者として平成 22 年５月１日から同年６月１日までの期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認める

ことはできない。 

請求期間②について、同僚から提出された賞与明細書及び金融機関から提出さ

れた請求者の「預金取引明細表１」（以下、「賞与関係資料等」という。）により、

平成 19 年 12 月 26 日にＡ事業所から標準賞与額 18 万円に見合う賞与の支払を受

け、標準賞与額 17 万 6,000 円に見合う厚生年金保険料を事業主により当該賞与

から控除されていたことが推認できる。 

ただし、厚生年金特例法に基づき標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年

金保険料額又は請求者の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内である

ことから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、請求者の標準賞与額については、賞与関係資料等で推認できる厚

生年金保険料控除額から 17 万 6,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否か

については、平成＊年＊月から平成 22 年４月までの期間において、Ａ事業所は

上述のとおり厚生年金保険の適用事業所の要件を満たしていながら、事業主から

厚生年金保険新規適用届が提出されていなかったと認められることから、社会保

険事務所は、請求者の平成 19 年 12 月 26 日に係る厚生年金保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 



 
厚生局受付番号 ： 東海北陸（受）第 1700107 号 

厚生局事案番号 ： 東海北陸（厚）第 1700085 号 

 

第１ 結論 

請求期間のうち、請求者のＡ社における平成 17 年７月１日から平成 19 年４月

１日までの期間の標準報酬月額を訂正することが必要である。標準報酬月額につ

いては、平成 17 年７月から平成 18 年８月までは９万 8,000 円から 41 万円、平

成 18 年９月から平成 19 年３月までは９万 8,000 円から 44 万円とする。 

平成 17年７月から平成 19年３月までの期間の訂正後の標準報酬月額について

は、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚

生年金特例法」という。）第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎と

なる標準報酬月額として記録することが必要である。 

事業主が請求者に係る平成17年７月から平成 18年８月までの期間の訂正後の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を除く。）を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと

認められる。 

事業主は、請求者に係る平成 18 年９月から平成 19 年３月までの期間の訂正後

の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

その余の請求期間については、厚生年金保険被保険者記録の訂正を認めること

はできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

請 求 期 間 ： 平成 17 年６月１日から平成 19 年４月１日まで 

Ａ社に在職中の標準報酬月額の記録が、実際の給与額と比べて低い額となっ

ている。標準報酬月額を訂正し、年金額に反映する記録に訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求期間について、請求者から提出された給与明細書、預金通帳及び日本年金

機構Ｂ事務センターの回答（以下、併せて「給与明細書等」という。）により、

標準報酬月額の決定の基礎となる資格取得時及び４月から６月までの報酬月額

に基づき決定される標準報酬月額（平成 17 年７月から平成 18 年８月までの期間



は 41 万円、平成 18 年９月から平成 19 年３月までの期間は 44 万円）はオンライ

ン記録を超え、当該標準報酬月額と同額又は超える標準報酬月額（平成 17 年７

月から平成 18 年３月までは 41 万円、平成 18 年４月から平成 19 年２月までは 44

万円、平成 19 年３月は 47 万円）に見合う厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが確認又は推認できる。 

ただし、厚生年金特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づ

き記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認めら

れる厚生年金保険料額又は請求者の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額

の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定す

ることとなる。 

したがって、請求者の標準報酬月額については、給与明細書等において確認又

は推認できる厚生年金保険料控除額又は報酬月額から、平成 17 年７月から平成

18 年８月までは 41 万円、平成 18 年９月から平成 19 年３月までは 44 万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否か

については、Ａ社の元事業主からは、平成 17 年７月から平成 19 年３月までの期

間に係る請求者の届出や保険料納付について回答を得られず、請求期間のうち、

平成 17 年７月１日から平成 18 年９月１日までの期間については、これを確認で

きる関連資料及び周辺事情はないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該期間の保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が請求どおりの厚生年金保険被保険者の報酬月額に係る届出を社会保険事

務所（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び

周辺事情がないことから、行ったとは認められない。 

請求期間のうち、平成 18 年９月１日から平成 19 年４月１日までの期間につい

ては、事業主は、請求者の当該期間に係る厚生年金保険被保険者報酬月額算定基

礎届（訂正届）を社会保険事務所に対し、保険料を徴収する権利が時効により消

滅した後に提出しており、その結果、社会保険事務所は、請求者の当該期間に係

る厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係

る厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、請求期間のうち、平成 17 年６月１日から同年７月１日までの期間につ

いて、請求者から提出された給与明細書により、請求者は、給与から当該期間に

係る厚生年金保険料を事業主により控除されていないことが確認できる。 

このほか、平成 17 年６月１日から同年７月１日までの期間における厚生年金

保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情はない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料を総合的に判断すると、請求者

が厚生年金保険被保険者として、請求期間のうち、平成 17 年６月１日から同年

７月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを認めることはできない。 



 

 

厚生局受付番号 ： 東海北陸（受）第 1700037 号 

厚生局事案番号 ： 東海北陸（厚）第 1700086 号 

 

第１ 結論 

１ 請求者のＡ事業所における平成 17 年９月７日から平成 18 年９月１日までの

期間の標準報酬月額を訂正することが必要である。平成 17 年９月から平成 18

年８月までの標準報酬月額については、11 万 8,000 円から 15 万円とする。 

平成 17 年９月から平成 18 年８月までの訂正後の標準報酬月額については、

厚生年金保険法第 75 条ただし書きの規定により、保険給付の計算の基礎となる

標準報酬月額として記録することが必要である。 

２ 請求者のＢ事業所における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日を平成

＊年＊月＊日、喪失年月日を平成 22 年＊月＊日に訂正し、平成＊年＊月から

平成 21 年＊月までの標準報酬月額を 18 万円、平成 21 年＊月から平成 22 年＊

月までの標準報酬月額を 22 万円とすることが必要である。 

平成＊年＊月＊日から平成 21 年＊月＊日までの期間については、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生年金特例法」

という。）第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる被保険者期

間として記録することが必要である。 

事業主は、請求者に係る平成＊年＊月＊日から平成 21 年＊月＊日までの期間

の厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

平成 21 年＊月＊日から平成 22 年＊月＊日までの期間については、保険給付

の計算の基礎となる被保険者期間として記録することが必要である。 

請求者のＢ事業所における平成 19 年 12 月 26 日の標準賞与額を 19 万 6,000

円に訂正することが必要である。 

平成 19 年 12 月 26 日の標準賞与額については、厚生年金特例法第１条第５項

の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額として記録することが

必要である。 

事業主は、請求者に係る平成 19 年 12 月 26 日の標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

   氏    名 ： 女 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 58 年生 

   住    所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： ① 平成 17 年９月７日から平成 18 年９月１日まで 



 

            ② 平成＊年＊月＊日から平成 21 年＊月＊日まで 

③ 平成 21 年＊月＊日から平成 22 年＊月＊日まで 

④ 平成 19 年 12 月 26 日 

   私は、平成 17 年９月から平成 22 年＊月末日まで、Ｂ事業所に勤めていた。

請求期間①について、支払われた給与額と国の記録が異なっているので、記録

を訂正し年金額に反映してほしい｡ 

在籍中には給与から厚生年金保険料を控除され、産前産後休業及び育児休業

に係る手続きも正しく行ない、産前産後休業期間の厚生年金保険料も支払った｡ 

しかし、年金事務所が遡って事業所の記録を取り消したことにより、私の当時

の厚生年金保険被保険者記録が取り消されてしまった。従業員に責任はないの

に、退職後５年も経ってからの一方的な処理に納得いかない。請求期間②及び

④について、給与明細書及び賞与明細書を提出するので、厚生年金保険の被保

険者として記録を訂正し、年金額に反映してほしい。また、請求期間③につい

ては､育児休業期間に係る厚生年金保険の被保険者として認めてほしい｡ 

 

第３ 判断の理由 

１ 請求期間①について、オンライン記録によると、請求者のＡ事業所における

標準報酬月額は、当初、平成 17 年９月から平成 18 年８月までは 15 万円と記

録されていたところ、平成 18 年３月７日付けで厚生年金保険被保険者資格の

取得年月日である平成 17 年９月７日まで遡って 11 万 8,000 円に減額訂正され

ていることが確認できる。 

また、Ａ事業所において、請求者と同日に厚生年金保険被保険者資格を取得

している同僚９人についても、請求者と同様に平成 18 年３月７日付けで平成

17年９月7日まで遡って標準報酬月額が減額訂正されていることが確認できる。 

しかしながら、請求者から提出された給与明細書によると、請求期間①当時

に支払われた報酬月額に相当する標準報酬月額は、遡及減額訂正される前のオ

ンライン記録の標準報酬月額を上回っていることが確認できる。 

また、年金事務所が保管する滞納処分票によると、Ａ事業所は、請求期間当

時、厚生年金保険料を滞納していたことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、平成 18 年３月７日付けで行われた遡及訂正処

理は事実に即したものとは考え難く、請求者について平成 17 年９月７日まで遡

って標準報酬月額の減額を行う合理的な理由があったとは認められないことか

ら、当該遡及訂正処理に係る有効な記録訂正があったとは認められない。 

したがって、請求者の平成 17 年９月から平成 18 年８月までの標準報酬月額

は、事業主が社会保険事務所（当時）に当初に届け出た 15 万円に訂正すること

が必要である。 

２  請求期間②、③及び④について、オンライン記録によると、Ａ事業所は、個

人事業主として記録されていた者が平成＊年＊月＊日に死亡していることか

ら、年金事務所が職権により平成＊年＊月＊日付けで、請求者に係る厚生年金

保険被保険者の資格喪失年月日を平成 22 年＊月＊日から平成＊年＊月＊日ま



 

で遡って訂正し、同時に平成＊年＊月＊日以降のすべての同僚の厚生年金保険

被保険者記録を取り消し、平成＊年＊月＊日付けで平成＊年＊月＊日まで遡っ

て、同事業所が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった旨の処理を行ってい

ることが確認できる。 

しかしながら、請求者始め複数の同僚に係る雇用保険の記録及び陳述並びに

日本年金機構Ｃ事務センター（現在は、日本年金機構Ｄ事務センター）の回答

等により、Ｂ事業所は、平成＊年＊月＊日以降も５人以上の従業員が勤務して

いたと認められることから、同事業所は、請求期間②､③及び④において厚生年

金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断できる。 

また、請求期間②について、雇用保険の記録、請求者から提出された給与明

細書、預金通帳、金融機関から提出された取引明細表及び課税庁から提出され

た所得課税証明書並びに全国健康保険協会Ｅ支部の回答（以下、併せて「給与

明細書等」という。）により、請求者は、Ｂ事業所に勤務し、給与の支払を受け、

厚生年金保険料を事業主により当該給与から控除（産前産後休業期間の平成 21

年＊月分及び同年＊月分の厚生年金保険料については、請求者から事業主に直

接支払）されていたと認められる。 

さらに、請求期間③について、上述の給与明細書等及び請求者から提出され

た雇用保険育児休業基本給付金支給決定通知書から、請求者は育児休業期間で

あったことが確認できる上、年金事務所から提出された厚生年金保険育児休業

等取得者申出書により、当時、事業主が請求者の平成 21 年＊月＊日から平成

22 年＊月＊日までの期間について厚生年金保険法第 81 条の２の規定に基づく

育児休業期間に係る厚生年金保険料の徴収免除の申出を行っていたことが認め

られる。 

これらを総合的に判断すると、請求者のＢ事業所における厚生年金保険被保

険者資格の取得年月日は平成＊年＊月＊日、喪失年月日は平成 22 年＊月＊日で

あると認められる。 

請求期間②に係る標準報酬月額については、上述の給与明細書等及び日本年

金機構Ｄ事務センターの回答により、標準報酬月額の決定の基礎となる資格取

得時及び４月から６月までの報酬月額に基づき決定される標準報酬月額は平成

＊年＊月＊日から平成 20 年９月１日までは 20 万円、平成 20 年９月１日から平

成 21 年＊月＊日までは 22 万円と認められるところ、当該標準報酬月額より低

い標準報酬月額（18 万円）に見合う厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

ただし、厚生年金特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基

づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認

められる厚生年金保険料額又は請求者の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬

月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を

認定することとなる。 

したがって、請求者の平成＊年＊月＊日から平成 21 年＊月＊日までの期間に

係る標準報酬月額については、上述の給与明細書等で確認又は推認できる厚生



 

年金保険料控除額から、18 万円とすることが必要である。 

なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、平成＊年＊月から平成 21 年＊月までの期間において、Ｂ事業所

は上述のとおり厚生年金保険の適用事業所の要件を満たしていながら、事業主

から厚生年金保険新規適用届が提出されていなかったと認められることから、

社会保険事務所は、請求者の平成＊年＊月＊日から平成 21 年＊月＊日までの期

間に係る厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該

期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

請求期間③に係る標準報酬月額については、請求者は、育児休業期間中であ

ったと認められ、当該期間中の標準報酬月額は、育児休業開始直前の標準報酬

月額の基礎となった報酬月額に基づき算定した額とするとされていることから、

請求者の平成 21 年＊月＊日から平成 22 年＊月＊日までの標準報酬月額を、平

成 21 年＊月の標準報酬月額の決定の基礎となる平成 20 年４月から同年６月ま

での報酬月額により、22 万円に訂正することが必要である。 

請求期間④について、請求者から提出された賞与明細書及び上述の取引明細

表により、請求者はＢ事業所から 20 万円の標準賞与額に相当する賞与の支払を

受け、19 万 6,000 円の標準賞与額に見合う厚生年金保険料を事業主により当該

賞与から控除されていたことが確認できる。 

ただし、厚生年金特例法に基づき標準賞与額を決定し、これに基づき記録の

訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚

生年金保険料額又は請求者の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内で

あることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとな

る。 

したがって、請求期間④に係る標準賞与額については、上述の賞与明細書に

より確認できる厚生年金保険料控除額から19万6,000円とすることが妥当であ

る。 

なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、Ｂ事業所は上述のとおり厚生年金保険の適用事業所の要件を満

たしていながら、事業主から厚生年金保険新規適用届が提出されていなかった

と認められることから、社会保険事務所は、請求者の平成 19 年 12 月 26 日の標

準賞与額に係る厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



 

 

厚生局受付番号 ： 東海北陸（受）第 1700094 号 

厚生局事案番号 ： 東海北陸（厚）第 1700088 号 

 

第１ 結論 

請求期間のうち、請求者のＡ社における平成 18 年８月１日から同年９月１日

までの期間の標準報酬月額を訂正することが必要である。平成 18 年８月の標準

報酬月額については、20 万円から 22 万円とする。 

平成 18 年８月の訂正後の標準報酬月額については、厚生年金保険の保険給付

及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生年金特例法」という。）第

１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準報酬月額として記録

することが必要である。 

事業主が請求者に係る平成 18 年８月の訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

その余の請求期間については、厚生年金保険被保険者記録の訂正を認めること

はできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

   氏    名 ： 男 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

   住    所 ：  

             

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： ① 昭和 56 年 10 月１日から昭和 57 年８月 21 日まで 

            ② 昭和 57 年９月 11 日から昭和 58 年２月 25 日まで 

            ③ 昭和 58 年 11 月１日から昭和 60 年 10 月 12 日まで 

            ④ 平成 17 年 11 月１日から平成 19 年６月１日まで 

   請求期間①について、Ｂ社に勤務していた間の手取り額は、18 万円程であっ

たが、厚生年金保険の記録は 17 万円になっている。 

   請求期間②について、Ｃ社に勤務していた間の手取り額は 28 万円程であっ

たが、厚生年金保険の記録は 18 万円になっている。 

   請求期間③について、Ｄ社に勤務していた間の手取り額は 23 万円程であっ

たが、厚生年金保険の記録は 17 万円から 24 万円になっている。 

   請求期間④について、Ａ社に勤務していた間の手取り額は 26 万円程であっ

たが、厚生年金保険の記録は 20 万円から 22 万円になっている。 

請求期間①から③までについては、給与明細書等はなく、請求期間④につい

ては、給与明細書が２枚しかないが、年金記録を訂正し、年金額に反映してほ



 

しい。 

 

第３ 判断の理由 

   請求期間④のうち平成 18 年８月１日から同年９月１日までの期間について、オ

ンライン記録によると、請求者の標準報酬月額は 20 万円と記録されているとこ

ろ、請求者から提出されたＡ社に係る給与明細書、金融機関から提出された普通

預金異動明細表及び課税庁から提出された平成 18 年度から平成 20 年度までの給

与支払報告書（以下、併せて「給与明細書等」という。）から判断すると、請求

者は、当該期間に 30 万円の標準報酬月額に見合う給与の支払を受け、22 万円の

標準報酬月額に見合う厚生年金保険料（１万 6,106 円）を事業主により給与から

控除されていたことが推認できる。 

   ただし、厚生年金特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づ

き記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認めら

れる厚生年金保険料額又は請求者の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額

の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定す

ることとなる。 

   したがって、請求者の平成 18 年８月の標準報酬月額については、給与明細書等

から推認できる厚生年金保険料控除額から 22 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否か

については、事業主は、平成 18 年８月について、請求者の請求内容どおりの厚

生年金保険被保険者資格取得届を社会保険事務所（当時）に対し提出したか否か、

また、厚生年金保険料を納付したか否かについては不明と回答しているところ、

これを確認できる関連資料及び周辺事情はないことから、明らかでないと判断せ

ざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が

請求どおりの厚生年金保険被保険者の報酬月額に係る届出を社会保険事務所に

対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情がない

ことから、行ったとは認められない。 

一方、請求期間④のうち、平成 17 年 11 月１日から平成 18 年８月 1 日までの

期間及び平成 18 年９月１日から平成 19 年６月１日までの期間について、給与明

細書等から判断すると、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料

額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と同額であることが

確認又は推認できることから、厚生年金特例法による保険給付の対象に当たらな

いため、訂正は認められない。 

請求期間①について、Ｂ社（現在は、Ｅ社）が加入していたＦ厚生年金基金か

ら提出された、請求者に係る厚生年金基金加入員資格取得届及び厚生年金基金加

入員資格喪失届によると、請求者の標準報酬月額はオンライン記録と一致してい

ることが確認できるところ、Ｅ社は、請求者の標準報酬月額に係る届出及び厚生

年金保険料控除額について資料を保管しておらず、不明である旨回答しており、

同社が加入しているＧ健康保険組合は、保存期間を経過しているため請求者に関



 

する資料を保管していない旨回答している。 

また、請求者は、請求期間①に係る給与明細書等を保管していないことから、

当該期間における給与額及び厚生年金保険料控除額について確認できない。 

このほか、請求期間①について、請求者の主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情はない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求

者が請求期間①について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

請求期間②について、Ｃ社は、平成 17 年 11 月 12 日に厚生年金保険の適用事

業所ではなくなっている上、厚生年金保険の適用事業所ではなくなった当時の事

業主は死亡しており、請求期間②当時の事業主は、会社を売却したため資料を保

管していない旨の陳述をしている。 

また、Ｃ社が加入していたＨ健康保険組合は、保存期間を経過しているため請

求者に関する資料を保管していない旨回答しており、請求者は、請求期間②に係

る給与明細書等を保管していないことから、請求者の当該期間における給与額及

び厚生年金保険料控除額について確認できない。 

このほか、請求期間②について、請求者の主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情はない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求

者が請求期間②について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

請求期間③について、Ｄ社から名称変更したＩ社は、請求者に係る資料を保管

しておらず、不明である旨陳述しており、請求者は、当該期間に係る給与明細書

等を保管していないことから、請求者の当該期間における給与額及び厚生年金保

険料控除額について確認できない。 

このほか、請求期間③について、請求者の主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情はない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求

者が請求期間③について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

 

厚生局受付番号 ： 東海北陸（受）第 1700039 号 

厚生局事案番号 ： 東海北陸（厚）第 1700089 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ事業所における平成 17 年９月７日から平成 18 年９月１日までの期

間の標準報酬月額を訂正することが必要である。平成 17 年９月から平成 18 年８

月までの標準報酬月額については、11 万 8,000 円から 15 万円とする。 

平成 17 年９月から平成 18 年８月までの訂正後の標準報酬月額については、厚

生年金保険法第 75 条ただし書きの規定により、保険給付の計算の基礎となる標

準報酬月額として記録することが必要である。 

請求者のＢ事業所における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日を平成＊

年＊月＊日、喪失年月日を平成 23 年＊月＊日に訂正し、平成＊年＊月から平成

22 年８月までの標準報酬月額を 17 万円、平成 22 年９月から同年＊月までの標準

報酬月額を 16 万円、平成 22 年＊月から平成 23 年＊月までの標準報酬月額を 18

万円とすることが必要である。 

平成＊年＊月＊日から平成 22 年＊月＊日までの期間については、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生年金特例法」

という。）第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる被保険者期

間として記録することが必要である。 

事業主は、請求者に係る平成＊年＊月＊日から平成 22 年＊月＊日までの期間

の厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

平成 22 年＊月＊日から平成 23 年＊月＊日までの期間については、保険給付の

計算の基礎となる被保険者期間として記録することが必要である。 

請求者のＢ事業所における平成 19 年 12 月 26 日の標準賞与額を 19 万 6,000 円

に訂正することが必要である。 

平成 19 年 12 月 26 日の標準賞与額については、厚生年金特例法第１条第５項

の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額として記録することが必

要である。 

事業主は、請求者に係る平成 19 年 12 月 26 日の標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

その余の請求期間については、厚生年金保険被保険者記録の訂正を認めること

はできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

   氏    名 ： 女 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 58 年生 

   住    所 ：  



 

 

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： ① 平成 17 年９月７日から平成 18 年９月１日まで 

            ② 平成 19 年８月 

③ 平成＊年＊月＊日から平成 22 年＊月＊日まで 

④ 平成 22 年＊月＊日から平成 23 年＊月＊日まで 

            ⑤ 平成 19 年 12 月 26 日 

   私は、平成 17 年９月からＡ事業所で事務職として勤務していたが、請求期

間①に係る標準報酬月額が実際の給与額より低いので年金記録を訂正してほ

しい。 

請求期間②について、賞与を支払われたので標準賞与額の記録を訂正し、年

金額に反映してほしい。 

また、退職後に年金事務所が記録を取り消したことにより、請求期間③及び

④に係る厚生年金保険被保険者記録がないが、当時もＢ事業所に勤務し、厚生

年金保険料を控除されていたので、厚生年金保険の被保険者として記録を訂正

し、年金額に反映してほしい。また、請求期間④は、Ｂ事業所を育児のため休

職していたが、当時は厚生年金保険料免除期間として認められ、被保険者資格

に変更はなかった期間であるので、厚生年金保険の被保険者として記録を訂正

し、年金額に反映してほしい。 

請求期間⑤について、Ｂ事業所から賞与を支払われたので、標準賞与額の記

録を訂正し、年金額に反映してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

１ 請求期間①について、オンライン記録によると、請求者のＡ事業所における

標準報酬月額は、当初、平成 17 年９月から平成 18 年８月までは 15 万円と記

録されていたところ、平成 18 年３月７日付けで厚生年金保険被保険者資格の

取得年月日である平成 17 年９月７日まで遡って 11 万 8,000 円に減額訂正され

ていることが確認できる。 

また、Ａ事業所において、請求者と同日に厚生年金保険被保険者資格を取得

している同僚９人についても、請求者と同様に平成 18 年３月７日付けで平成

17年９月7日まで遡って標準報酬月額が減額訂正されていることが確認できる。 

しかしながら、同僚から提出された給与明細書によると、請求期間①当時に

支払われた報酬月額に相当する標準報酬月額は、遡及減額訂正される前のオン

ライン記録の標準報酬月額を上回っていることが確認できる。 

また、年金事務所が保管する滞納処分票によると、Ａ事業所は、請求期間当

時、厚生年金保険料を滞納していたことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、平成 18 年３月７日付けで行われた遡及訂正処

理は事実に即したものとは考え難く、請求者について平成 17 年９月７日まで遡

って標準報酬月額の減額を行う合理的な理由があったとは認められないことか

ら、当該遡及訂正処理に係る有効な記録訂正があったとは認められない。 



 

したがって、請求者の平成 17 年９月から平成 18 年８月までの標準報酬月額

は、事業主が社会保険事務所（当時）に当初に届け出た 15 万円に訂正すること

が必要である。 

請求期間②について、ⅰ）Ａ事業所は厚生年金保険の適用事業所ではなくな

っていること、ⅱ）請求期間当時の事務担当者は当時の資料を保管していない

こと、ⅲ）請求者の居住地を管轄するＣ市は、当時の課税資料を保管していな

いこと、ⅳ）複数の同僚は、平成 19 年８月の給与明細書を２枚所持しており、

それぞれの明細書の差引支給額と平成 19 年８月の２回の振込額は一致してい

ること、ⅴ）複数の同僚の平成 19 年８月の賞与明細書及び金融機関の振込履歴

により、当該期間の賞与は現金支払であったと認められるところ、請求者は、

賞与明細書等を保管していないことから、当該期間における賞与の支払及び厚

生年金保険料の控除について確認することができない。 

このほか、請求者の請求期間②における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情はない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請

求者が厚生年金保険被保険者として請求期間②に係る厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことを認めることはできない。 

２ 請求期間③及び④について、オンライン記録によると、Ａ事業所は、個人事

業主として記録されていた者が平成＊年＊月＊日に死亡していることから、年

金事務所が職権により平成＊年＊月＊日付けで、請求者に係る厚生年金保険被

保険者の資格喪失年月日を平成 23 年＊月＊日から平成＊年＊月＊日まで遡っ

て訂正し、同時に、平成＊年＊月＊日以降のすべての同僚の厚生年金保険被保

険者記録を取り消し、平成＊年＊月＊日付けで平成＊年＊月＊日まで遡って、

同事業所が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった旨の処理を行っている

ことが確認できる。 

しかしながら、複数の同僚に係る雇用保険の記録及び陳述並びに日本年金機

構Ｄ事務センター（現在は、日本年金機構Ｅ事務センター）の回答等により、

Ｂ事業所は、平成＊年＊月＊日以降も５人以上の従業員が勤務していたと認め

られることから、同事業所は、請求期間③及び④において厚生年金保険法に定

める適用事業所の要件を満たしていたものと判断できる。 

また、請求者に係る雇用保険の記録、請求者から提出された事業所作成の退

職証明書により、請求者は、請求期間③及び④においてＢ事業所に勤務してい

たことが確認できる。 

さらに、請求期間③について、請求者から提出された給与明細書、給与所得

の源泉徴収票、雇用保険被保険者離職票－２、金融機関から提出されたお取引

明細表及び取引推移一覧表並びに同僚から提出された給与明細書（以下、併せ

て「給与明細書等」という。）により、請求者は、当該期間においてＢ事業所か

ら給与の支払を受け、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により当該給与

から控除（産前産後休業期間の平成 22 年＊月分及び同年＊月分の厚生年金保険

料については、請求者から事業主に直接支払）されていたことが確認又は推認



 

できる。 

請求期間④について、給与明細書等及び請求者から提出された雇用保険育児

休業給付金支給決定通知書から、請求者は育児休業期間であったことが確認で

きる上、日本年金機構Ｅ事務センターから提出された厚生年金保険育児休業等

取得者申出書により、当時、事業主が請求者の平成 22 年＊月＊日から平成 23

年＊月＊日までの期間について厚生年金保険法第 81 条の２の規定に基づく育

児休業期間に係る厚生年金保険料の徴収免除の申出を行っていたことが認めら

れる。 

これらを総合的に判断すると、請求者のＢ事業所における厚生年金保険被保

険者資格の取得年月日は平成＊年＊月＊日、喪失年月日は平成 23 年＊月＊日で

あると認められる。 

請求期間③のうち、平成＊年＊月＊日から平成 22 年９月１日に係る標準報酬

月額については、給与明細書等で確認又は推認できる厚生年金保険料控除額か

ら、17 万円の標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

また、請求期間③のうち、平成 22 年９月１日から平成 22 年＊月＊日までの

期間については、給与明細書等で確認できる標準報酬月額の決定の基礎となる

４月から６月までの報酬月額に基づき決定される標準報酬月額は 18 万円と認

められるところ、当該標準報酬月額より低い標準報酬月額（16 万円）に見合う

厚生年金保険料を事業主により当該給与から控除（産前産後休業期間の平成 22

年＊月分及び同年＊月分の厚生年金保険料については、請求者から事業主に直

接支払）されていたことが認められる。 

ただし、厚生年金特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基

づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認

められる厚生年金保険料額又は請求者の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬

月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を

認定することとなる。 

したがって、平成 22 年９月１から平成 22 年＊月＊日までの標準報酬月額を

16 万円とすることが必要である。 

なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、平成＊年＊月から平成 22 年＊月までの期間において、Ｂ事業所

は上述のとおり厚生年金保険の適用事業所の要件を満たしていながら、事業主

から厚生年金保険新規適用届が提出されていなかったと認められることから、

社会保険事務所（平成 22 年１月以降は、年金事務所）は、請求者の平成＊年＊

月＊日から平成 22 年＊月＊日までの期間に係る厚生年金保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

請求期間④に係る標準報酬月額については、請求者は、育児休業期間中であ

ったと認められ、当該期間中の標準報酬月額は、育児休業開始直前の標準報酬

月額の基礎となった報酬月額に基づき算定した額とされていることから、請求



 

者の平成 22 年＊月＊日から平成 23 年＊月＊日までの標準報酬月額を、平成 22

年４月から同年６月までの報酬月額により、18 万円とすることが必要である。 

請求期間⑤について、金融機関から提出されたお取引明細表及び同僚提出の

賞与明細書により、請求者は、Ｂ事業所から 20 万円の賞与の支払を受け、19

万 6,000 円の標準賞与額に見合う厚生年金保険料を事業主により当該賞与から

控除されていたことが推認できる。 

ただし、厚生年金特例法に基づき標準賞与額を決定し、これに基づき記録の

訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚

生年金保険料額又は請求者の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内で

あることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとな

る。 

したがって、請求期間⑤に係る標準賞与額については、上述の賞与明細書に

より推認できる厚生年金保険料控除額から19万6,000円とすることが妥当であ

る。 

なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、Ｂ事業所は上述のとおり厚生年金保険の適用事業所の要件を満

たしていながら、事業主から厚生年金保険新規適用届が提出されていなかった

と認められることから、社会保険事務所は、請求者の平成 19 年 12 月 26 日の標

準賞与額に係る厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

 

厚生局受付番号 ： 東海北陸（受）第 1700063 号 

厚生局事案番号 ： 東海北陸（厚）第 1700092 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における平成８年 10 月１日から平成９年７月 31 日までの期間の

標準報酬月額を訂正することが必要である。標準報酬月額については、平成８年

10 月１日から平成９年７月 31 日までの期間は 18 万円から 24 万円とする。 

平成８年 10 月１日から平成９年７月 31 日までの期間の訂正後の標準報酬月額

については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第

１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準報酬月額として記録

することが必要である。 

事業主は、請求者に係る平成８年 10 月１日から平成９年７月 31 日までの訂正

後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を除く。）を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでな

いと認められる。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

   氏    名 ： 女 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

   住    所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ：  平成８年 10 月１日から平成９年７月 31 日まで 

Ａ社に在職中の標準報酬月額の記録が、実際の給与額と比べて低い額となっ

ている。標準報酬月額を訂正し、年金額に反映する記録に訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求期間について、請求者から提出された給料明細書、預金通帳の写し及び雇

用保険被保険者離職票-２（以下、併せて「給料明細書等」という。）により、請

求者は、オンライン記録の標準報酬月額（18 万円）を超える報酬月額の支払を受

け、標準報酬月額の決定の基礎となる５月から７月までの報酬月額に基づき決定

される標準報酬月額（24 万円）に見合う厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが確認又は推認できる。 

したがって、請求期間の標準報酬月額については、上述の給料明細書等におい

て確認又は推認できる厚生年金保険料控除額から 24 万円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否か

 



 

については、平成８年 10 月１日から平成９年７月 31 日までの期間について、Ａ

社の元事業主は、請求者の請求内容どおりの厚生年金保険被保険者報酬月額算定

基礎届を社会保険事務所（当時）に対し提出したか否か、また、厚生年金保険料

を納付したか否かは不明である旨陳述しているところ、これを確認できる関連資

料及び周辺事情はないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が

請求どおりの厚生年金保険被保険者の報酬月額に係る届出を社会保険事務所に

対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情がない

ことから、行ったとは認められない。 



 

厚生局受付番号 ： 東海北陸（受）第 1700068 号 

厚生局事案番号 ： 東海北陸（厚）第 1700087 号 

 

第１ 結論 

平成 22 年３月１日から同年 11 月１日までの期間について、請求者のＡ社にお

ける厚生年金保険被保険者資格の取得年月日の訂正を認めることはできない。 

平成 22 年 11 月１日から平成 24 年 12 月１日までの期間について、請求者のＡ

社における厚生年金保険の標準報酬月額の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

請 求 期 間 ： ① 平成 22 年３月１日から同年 11 月１日まで 

         ② 平成 22 年 11 月１日から平成 24 年 12 月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、請求期間①については、厚生年金保険被保険者

の記録がなく、請求期間②については、オンライン記録の標準報酬月額に割増

賃金が含まれていないため、低い額となっている。請求期間を年金額に反映す

る記録に訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求期間①について、請求者から提出された在籍（就労）証明書、給与明細書

及びＡ社の事業主の陳述により、請求者は同社に勤務していたことが認められる。 

しかしながら、Ａ社の事業主は、請求期間①に係る厚生年金保険料を請求者の

給与から控除していない旨陳述しているところ、上述の給与明細書によると、当

該期間に係る厚生年金保険料が給与から控除されていないことが確認できる。 

このほか、請求者の請求期間①における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料を総合的に判断すると、請求者

が厚生年金保険被保険者として請求期間①に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 

請求期間②について、請求者は、割増賃金が標準報酬月額に算入されていない

旨主張しているものの、割増賃金の支払及び保険料控除に関する資料が確認でき

ず、当該期間のうち、平成 23 年１月１日から同年 11 月１日までの期間について、

上述の給与明細書により、標準報酬月額の決定の基礎となる４月から６月までの



報酬月額に基づき決定される標準報酬月額（26 万円）及び事業主が源泉控除して

いたと認められる厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額（22 万円）はオン

ライン記録の標準報酬月額（26 万円）を超えないことから、厚生年金保険の保険

給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生年金特例法」という。）

による保険給付の対象に当たらないため、訂正は認められない。 

また、請求期間②のうち、平成 22 年 11 月１日から平成 23 年１月１日までの

期間及び平成 23 年 11 月１日から平成 24 年 12 月１日までの期間について、オン

ライン記録によると、請求者の標準報酬月額は平成 22 年 11 月１日から平成 23

年１月１日までの期間は 26 万円、平成 23 年 11 月１日から平成 24 年９月１日ま

での期間は 24 万円、平成 24 年９月１日から同年 12 月１日までの期間は 22 万円

と記録されているところ、上述の給与明細書及び請求者から提出された給料台帳

からは、当該期間に係る厚生年金保険料を控除されていないことが確認できるこ

とから、厚生年金特例法による保険給付の対象に当たらないため、訂正は認めら

れない。 

このほか、平成 22 年 11 月１日から平成 24 年 12 月１日までの期間について、

請求者の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情はない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料を総合的に判断すると、平成 22

年 11 月１日から平成 24 年 12 月１日までの期間について、請求者が主張する標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とを認めることはできない。 

 



 

 

厚生局受付番号 ： 東海北陸（受）第 1700095 号 

厚生局事案番号 ： 東海北陸（厚）第 1700090 号 

 

第１ 結論 

請求期間について、請求者のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失年

月日の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 51 年生 

住 所 ：  

           

２ 請求内容の要旨 

請 求 期 間 ： 平成 24 年１月 31 日から同年２月１日まで 

Ａ社に平成 24 年１月 31 日まで勤務したが、厚生年金保険の被保険者記録の

資格喪失年月日は同年１月 31 日となっている。平成 24 年１月 10 日支払の給与

から厚生年金保険料を控除されているので、同年２月１日を資格喪失年月日と

して記録を訂正し、年金額に反映してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求者から提出された平成 24 年分給与所得の源泉徴収票の記載により、請求

者がＡ社に平成 24 年１月 31 日まで勤務したことが認められる。 

しかしながら、請求者から提出された複数の給与明細書を検証した結果、「給

与明細書 24 年１月度（給与）」（平成 24 年１月 10 日支払分）において控除され

ている厚生年金保険料は平成 23 年 12 月分であると認められるところ、請求期間

に係る「給与明細書 24 年２月度（給与）」において厚生年金保険料は控除されて

いないことが確認できる。 

また、Ａ社は平成 25 年５月 16 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなってお

り、元事業主からは照会に対する回答は得られない上、請求者と同時期に厚生年

金保険の被保険者記録のある複数の同僚に照会したものの、当時の厚生年金保険

の取扱いをうかがえる回答及び陳述は得られなかった。 

さらに、オンライン記録によると、Ａ社において平成 24 年１月から同年 12 月

までに資格喪失した同僚 10 人のうち、月の末日で喪失した者が８人、月の途中

で喪失した者が２人となっており、１日付けで喪失した同僚は確認できない。 

このほか、請求者の請求期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情はない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求



 

者が厚生年金保険被保険者として請求期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

 

厚生局受付番号 ： 東海北陸（受）第 1700106 号 

厚生局事案番号 ： 東海北陸（厚）第 1700091 号 

 

第１ 結論 

請求期間について、請求者のＡ事業所Ｂ出張所における厚生年金保険被保険者

資格の取得年月日及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

   氏    名 ： 女 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

   住    所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ：  平成 22 年４月１日から平成 22 年５月 14 日まで 

請求期間について、Ａ事業所Ｂ出張所でＣ職として勤務していたが、厚生年

金保険の記録がないので、年金額に反映される記録として訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求者から提出された履歴書、辞令及びＡ事業所Ｂ出張所から提出された給与

明細書並びに同出張所の回答により、請求者は、請求期間にＤ出張所において、

Ｃ職として勤務していたことが認められる。 

しかしながら、Ａ事業所Ｂ出張所は、請求者について、任用期間が２か月未満

であることから、厚生年金保険法第 12 条第１項のロの規定に基づき、厚生年金

保険に加入させておらず、請求期間に係る給与から厚生年金保険料を控除してい

ない旨回答しているところ、上述の給与明細書からは、当該期間に係る厚生年金

保険料を控除されていないことが確認できる。 

また、Ａ事業所が保管するＥ規則には、Ｃ職について、任用期間が２か月を超

え、かつ、１週間当たりの勤務時間が 29 時間以上の者又は任用期間が１年以上、

かつ、１週間当たりの勤務時間が 20 時間以上の者（Ｆ共済組合の加入者を除く。）

を厚生年金保険の被保険者とする旨規定されている。 

このほか、請求者の請求期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情はない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求

者が厚生年金保険被保険者として請求期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



 

厚生局受付番号 ： 東海北陸（受）第 1700083 号 

厚生局事案番号 ： 東海北陸（脱）第 1700003 号 

 

第１ 結論 

   昭和 33 年３月 17 日から昭和 38 年４月６日までの請求期間については、脱退手

当金を受給していない期間に訂正することを認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

   氏    名 ： 女 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

   住    所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： 昭和 33 年３月 17 日から昭和 38 年４月６日まで 

   年金記録を確認したところ、請求期間に脱退手当金を支給されていることが

分かった。しかし、脱退手当金をもらった記憶はないので、請求期間を年金額

に反映される厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求者が勤務していたＡ社（現在は、Ｂ社）の厚生年金保険被保険者名簿及び

厚生年金保険被保険者原票から確認できる女性のうち、請求者の厚生年金保険被

保険者資格喪失年月日である昭和 38 年４月６日の前後約２年以内に厚生年金保

険の被保険者資格を喪失し、脱退手当金の受給要件を満たした 48 人（請求者を

含む）の支給記録を確認したところ、37 人に脱退手当金の支給記録があり、全員

が資格喪失後６か月以内に支給されている上、請求者の脱退手当金が支給された

昭和 38 年４月 30 日には５人の同僚へも支給されており、複数の同僚は、事業所

が脱退手当金の請求手続を行った旨回答していることを踏まえると、当該事業所

では、脱退手当金の代理請求が行われていたことがうかがわれ、請求者について

も、その委任に基づき事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考え

られる。 

また、請求期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りはなく、請求期間に係る

厚生年金保険被保険者資格喪失年月日から１か月以内に支給されているなど、一

連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、請求者の厚生年金保険被保険者期間（以下「厚年期間」という。）の

被保険者記号番号は、請求期間後の厚年期間の被保険者記号番号とは別の記号番

号となっており、脱退手当金を受給したため記号番号が異なっているものと考え

るのが自然である上、請求者から聴取しても受給した記憶がないというほかに請



求期間に脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、請求者は、請求期間

に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 


